
議案第４７号 

 

物品の取得について（令和８年度教育用タブレット端末（Ｃｈｒｏｍｅ

ＯＳ）等） 

 

令和８年度教育用タブレット端末（ＣｈｒｏｍｅＯＳ）等の取得について、下記の

とおり契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年条例第１３号）第３条の規定により、議会の議決を求

める。 

 

  令和８年６月２日提出 

 

海老名市長  内 野  優  

 

記 

１ 契約の目的   令和８年度教育用タブレット端末（ＣｈｒｏｍｅＯＳ）等購入 

２ 物品名及び数量 教育用タブレット端末（ＣｈｒｏｍｅＯＳ）等 ２，８１１セ

ット 

３ 契約の方法   随意契約 

４ 契約金額    一金１４７，８０２，３８０円 

５ 契約の相手方  神奈川県厚木市中町二丁目６番２４号三成ほていやビル 

株式会社有隣堂 厚木営業所 

所長 石井 義孝 

提案理由 

 議会の議決を得た上、財産を取得したいため 
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参考資料 

 

令和８年度教育用タブレット端末（ＣｈｒｏｍｅＯＳ）等購入概要 

 

１ 契約の相手方について 

国のＧＩＧＡスクール構想における「児童生徒１人１台端末」の更新については、 

都道府県の共同調達により行うことが推奨されている。そのため、神奈川県が実施

したプロポーザルにおいて選定した者と市との間で随意契約により契約を締結する

もの 

 

２ 契約名  令和８年度教育用タブレット端末（ＣｈｒｏｍｅＯＳ）等購入 

 

３ 納入場所 市内全小学校ほか 

 

４ 納入期限 令和８年１０月３０日 

 

５ 購入機器の概要 

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ 

ＯＳ ＣｈｒｏｍｅＯＳ 

カメラ インカメラ及びアウトカメラの両方を装備していること。 

Ｗｉ－Ｆｉ通

信機能 

ＩＥＥＥ ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ／ａｘに準拠し

た無線ＬＡＮ機能を内蔵すること。 

バッテリー ８時間以上の駆動時間を有すること。 

追加機能等 

端末管理機能 
制御設定等をネットワークを介して行うための端末管理機能（

ＭＤＭ）を有すること。 

学習用ツール 教科横断的に活用できるソフトウェアを有すること。 
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